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会津美里町公告 68

　地方自治法施行令(昭和22年政令第16号）第167条の６及び会津美里町財務規則（平成17年会津美里町規則
第43号）第112条の規定に基づき、次のとおり制限付一般競争入札について公告する。

会津美里町長　杉山　純一

工事番号 上水工第04-06号

5 工事の概要 役場本庁舎　テレメータ親局装置
本郷浄水場　テレメータ子局装置
虫掛配水池　テレメータ子局装置
佐賀瀬川配水池　テレメータ子局装置
据付撤去、試運転調整　一式

工期 令和４年９月26日から令和５年２月23日まで

予定価格 事後公表

工事名 上水道中央監視装置通信機器更新工事

工事場所 大沼郡会津美里町　各上水道施設　地内

工事の種類 電気工事

最低制限価格
設定あり。この場合において、入札金額が最低制限価格を下回る入札は、失格と
する。なお、最低制限価格を下回る入札をした者は、再度入札に参加させないも
のとする。

9 入札参加資格要件 入札に参加できる者は、入札時において次に掲げる①から⑩までのすべての要件
を満たしている者とする。

会津美里町令和３・４年度工事等請負有資格業者名簿に登録されていること。

登録内容

会津美里町競争入札参加有資格者指名停止基準に基づく指名停止期間中でないこと。

令和４年９月15日現在において市町村税等を滞納していないこと。

地方自治法施行令第167条の４の規定に該当しないこと。

設計図書を閲覧していること。

⑩ 会社更生法（平成14年法律第154号）又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づき、更生手続
又は再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。

所在地区分 本県に本社（本店）・支店・営業所を有していること。

④ 建設業の許可 建設業法（昭和24年法律第100号）第３条第１項による許可を受けていること。

⑤ 技術者の配置 この工事に対応する資格を有する技術者を主任技術者として施工現場に専任で配
置できること。

本町に電気工事の工種登録があるもの。

10 設計図書の閲覧

閲覧場所 会津美里町役場本庁舎２階　建設水道課　事務室内

② 閲覧期間 令和４年９月５日（月）から令和４年９月14日（水）まで

土日・祝日を除く午前９時00分から午後５時00分まで（正午から午後１時までを
除く）

設計図書閲覧申請書（様式第１号）に必要事項を記入し持参すること。

　メールアドレス　kensetsu@town.aizumisato.fukushima.jp

質問期間 令和４年９月５日（月）から令和４年９月９日（金）午後５時まで　　　

④ 質問に対する回
答方法

質問書の回答は、後日すみやかに質問者にＦＡＸ又は電子メールで回答する。

11 設計図書等に対する質問

① 質問方法 本工事に関する質問は、原則として指定の質問書によりＦＡＸ又は電子メールで
送信すること。なお、送信後確認のため、必ず電話連絡すること。

② 質問書送付先 会津美里町役場本庁舎２階　建設水道課

　電話番号　　０２４２-５５-１１８１

　ＦＡＸ番号　０２４２-５５-１１３９
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入札日時等

入札日時 令和４年９月15日（木）　午後１時15分

入札場所 会津美里町役場本庁舎２階　206会議室

12 入札方法

入札方法 直接入札

② 提出書類 入札書・工事費内訳書

工事費内訳書は、町様式により提出すること。

提出場所 会津美里町役場本庁舎２階　総務課　管財契約係

18 落札者の決定 落札候補者が入札参加資格を有すると確認され、当該落札候補者を落札者とすべ
きと決定されたときは、速やかに電話等確実な方法により通知する。

免除

16 落札候補者の決定 開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札し
た者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札候補者とする。ただし、落札
候補者となるべき者が複数となった場合は、くじにより落札候補者及びその次の
順位以降の者を決定する。

17

② 地方自治法施行令第167条の４第２項各号に該当すると認められた者のした入
札

その他、入札の条件又は町において特に指定した事項に違反した入札

入札参加資格要件の審査に関する事項

① 落札候補者は、資格確認に必要な書類の提出を求められた場合には、指示を受けた日を含め２日以
内に当該書類を提出しなければならない。

② 提出書類 制限付一般競争入札参加資格確認申請書（様式第７号）建設業法第３条第１項に
規定する許可書の写し、最新の経営事項審査結果通知書の写し、市町村税等の納
税証明書、その他指示された書類

会津美里町財務規則第99条第１項第４号の規定に該当する場合

請負金額が300万円未満の工事請負契約である場合

22 その他 契約が議会の議決を要するものであるときは、その議決を得たときに地方自治
法（昭和22年法律第67号）第234条第５項に規定する契約書とみなすものとす
る。

コリンズ登録をすること。

本公告に係る様式等については町ホームページでダウンロード可能である。

20 契約事項 契約については、会津美里町財務規則及び会津美里町工事請負契約約款に基づき
契約締結する。

21 契約保証金 契約を締結しようとする者は、会津美里町財務規則第97条の規定により、請負代
金又は契約代金の額の100分の10以上の額の契約保証金を納付又は契約保証金に代
わる担保として有価証券又は債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証す
る銀行、町長が確実と認める金融機関又は保証事業会社（公共工事の前払金保証
事業に関する法律第２条第４項に規定する保証事業会社)の保証に係る証書を提供
しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこれを免除
する。

① この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証保険契約を締結してい
る場合

② この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約
を締結している場合

入札保証金

入札回数 ２回までとする。

15 入札の無効 町の入札参加資格に必要な資格のない者がした入札


